
質問者その ① 玉川さんにお聞きします。先ほどいい人材であって永住する気

があって、しかもパスポートが本物ならば積極的に採用したいと。その条件の中

に日本語ができる、できないというのはありますか。

玉川 当然、言語というのは非常に重要だと思っております。ただ、産業形態の

中ではラインを受け持つ、もしくはどこの役割に就くかということで言語が重要

でない場合もありますので、要件によるものだと思います。

質問者その ① 例えばインドだったら、ITで来た人は英語しかできない人もい

ると思いますが、積極的に採用している。中国人にもそういう人がいると思いま

す。ブラジル人、ペルー人についてはどうなのかという意味でそういう質問をさ

せてもらったのですけど。やはりおっしゃる通り、職務形態によって日本語が必

ずしも必要じゃないというのもありなのですね。

玉川 あります。あとは役割です、どのポジションに立つか。リーダーシップの

ところに立つのか、あくまでも技能的に走っていくのか、その縦と横の関係で、

ポジショニングで言語というのは決まってくると思います。

質問者その ② 玉川さんに質問します。「しかし採用時にその能力を評価する物

差しを持ち合わせていないので、よい人材を見極められない」と配布資料にあっ

たんですけれども、例えば期間従業員として採用し、その中で正社員に雇用する

というそういった案は考えられないのでしょうか。

玉川 当社としては、日本人であろうが外国人であろうが派遣での、要するに繁

閑の作業員で労働力だけいただく。ただし、我々がその中から採用したい、社員

に持っていきたいのは技能職とか技術、要はナレッジの継承者ということになり

ます。この辺のところを重要視しています。

井上 まだまだお聞きになりたい方、ご意見をおっしゃりたい方はたくさんいら

っしゃると思いますが、ここでこの分科会を終えたいと思います。あえてまとめ

ないということでございましたけれども、ともかく課題が非常に多いが、どこに

焦点を当てていくかというのは何となく浮かび上がってきていると思います。こ

れをさらに研究実践によって明確にしていくのが我々の目標でありますので、来

年もこのフォーラムにお越しいただければと思います。どうもありがとうござい

ました。
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